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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４つのフレーム部（５、６、７、８）を有する実質的に四辺形に広がる支持フレーム（
３）と、該支持フレーム（３）上に取り付けられるパネル（４）とを有する自動車（１）
のシャーシ用軽量コンポーネント（２）であって、
　前記支持フレーム（３）が繊維強化プラスチックから形成され、且つ生体工学的観点に
基づいて形成され、１つ又は複数の交点（１５、１８）で連結され、且つ互いに垂直なフ
レーム部（５、６、７、８）のそれぞれ２つを互いに連結する少なくとも２つの交差する
ブレース（９、１０、１１、１２、１３、１４、１６、１７、１９、２０）を具備し、
　前記フレーム部（５、６、７、８）と前記ブレース（９、１０、１１、１２、１３、１
４、１６、１７、１９、２０）とが対称軸（Ｓ）に対して鏡面対称に配置されると共に、
　前記支持フレーム（３）の一部分（２１）が前記対称軸（Ｓ）の方向の一方の側ではほ
どんどブレース（９、１０、１１、１２、１３、１４、１６、１７、１９、２０）がない
ように形成され、前記対称軸（Ｓ）の方向の他方の側の部分には、前記ブレース（９、１
０、１１、１２、１３、１４、１６、１７、１９、２０）の大部分、及び前記ブレース（
９、１０、１１、１２、１３、１４、１６、１７、１９、２０）の全ての交点（１５、１
８）が並存して備えられることを特徴とする軽量コンポーネント。
【請求項２】
　前記対称軸（Ｓ）が、前記自動車（１）の走行方向に延びることを特徴とする請求項１
に記載の軽量コンポーネント（２）。
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【請求項３】
　前記支持フレーム（３）が、前記対称軸（Ｓ）の方向において前記対称軸（Ｓ）に対し
て垂直方向よりも長く形成されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の軽量コ
ンポーネント（２）。
【請求項４】
　それぞれ３つのブレース（９、１０、１１、１２、１３、１４）が、前記長フレーム部
（６、８）のそれぞれから、少なくとも２つの別のブレース（９、１０、１１、１２、１
３、１４）とそれぞれ交差して共通の前記短フレーム部（７）へと延在することを特徴と
する請求項３に記載の軽量コンポーネント（２）。
【請求項５】
　前記長フレーム部（６、８）と、前記短フレーム部（７）の少なくとも１つのそれぞれ
から同じフレーム部（６、７、８）に戻るように延在する湾曲したブレース（１６、１７
、１９、２０）が、前記ブレース（９、１０、１１、１２、１３、１４）の間に存在する
ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の軽量コンポーネント（２）
。
【請求項６】
　前記交点（１５、１８）が補足的な繊維強化プラスチックによって補強されて形成され
ることを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の軽量コンポーネント（２
）。
【請求項７】
　前記パネル（４）が透明、又は透明度及び／又はカラーを変更可能に形成されることを
特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の軽量コンポーネント（２）。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の軽量コンポーネント（２）の、自動車ルー
フとしての使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段に詳細に定義される種類の自動車のシャーシ用軽量コンポー
ネントに関する。本発明は更に、かかる軽量コンポーネントの好適な使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のシャーシのコンポーネントは一般的な先行技術から公知である。これらのコン
ポーネントは例えば、通常は個々のフレーム部からなる実質的に四辺形を形成するフレー
ム部材を具備する支持フレームから形成されることができる。支持フレームは、例えば金
属薄板、軽量薄膜、透明プラスチック、ガラス、又はその類似物などの板材を備えている
。これに関しては、例えば特許文献１、又は特許文献２を参照されたい。ここで軽量コン
ポーネントとは特に、通常使用されるスチールよりも軽い部材及び材料のことであり、そ
れには軽量の金属合金又は繊維強化プラスチックが考えられる。これに関しては、例えば
特許文献３を参照されたい。
【０００３】
　更なる先行技術は特許文献４を参照できる。これは、フレーム部材が実質的にＸ状のブ
レースによって補強され、次いでパネルで被覆される自動車用ルーフ構造を示している。
同類の構造は更に特許文献５から公知であり、このルーフ構造はＸ材で補強された２つの
領域の間に、例えばサンルーフ用の凹部を有している。更なる一般的な先行技術に関して
は、断面がＵ字形に形成され、内側に補強材を有するようにブレースが形成された自動車
用ルーフモジュールを示す特許文献６を参照されたい。最後に、特許文献７から、ハニカ
ム構造の層を有し、透明な、又は半透明な自動車ルーフ、特にそのためのパネルとして使
用可能なサンドイッチ構造のプラスチック材料が公知である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０３　５７　９０８　Ａ１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０　２０１０　０１３　７８４　Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１９９　３６　８８２　Ａ１号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１　８０４　６８７　Ａ号明細書
【特許文献５】独国特許出願公開第１０　２００５　００６　２０１　Ａ号明細書
【特許文献６】独国特許発明第１０１　６３　８２２　Ｂ４号明細書
【特許文献７】独国特許発明第１０２　００　７５０　Ｂ４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が対処する問題は、極めて軽量で安定した構成が可能な自動車のシャーシ用の軽
量コンポーネントを製造することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決する本発明の軽量コンポーネントは、請求項１の特徴記載部の特徴に
よって記載されている。軽量コンポーネントの更なる有利な実施形態は従属請求項に記載
されている。更に、請求項８には、このような軽量コンポーネントの好適な使用が記載さ
れている。
【０００７】
　本発明に係る軽量コンポーネントは、先行技術の軽量コンポーネントに相当する、実質
的に四辺形を形成する４つのフレーム部を具備する支持フレームを含んでいる。この支持
フレームは、例えば透明材料のパネルを備えている。本発明によれば、支持フレームは繊
維強化プラスチックから形成され、且つ生体工学的な観点から形成されると共に、交点で
連結され、互いに垂直なフレーム部の２つを互いに連結する少なくとも２つの交差するブ
レースを具備している。個々のブレースの設計、及びフレーム部へのブレースの接合は、
生体工学的観点に基づいて行われる。すなわち、トランジション及び形状は概して連続的
に延び、角度二等分線、正接関数などで形成されている。このような生体工学的観点は、
原則として機械的な設計理論において知られている。このように形成されたブレースは、
本発明に係る軽量コンポーネントの支持フレーム内で交差し、交点で互いに連結される。
その際、ブレースは互いに垂直な２つのフレーム部を互いに連結する。それによって、曲
げ及び捩じれに対する高い安定性が達成される。例えば炭素繊維強化されたプラスチック
などの繊維強化プラスチックは、ブレース及びフレーム部、及び特に移行部及び連結点内
の力の推移曲線、又は少なくとも相当の力の成分が繊維の方向に延びるように形成するこ
とができる。それによって、最適化された材料投入で極めて高い強度を達成できるため、
本発明に係る軽量コンポーネントは自動車のシャーシ用の従来の部材よりも軽量でしかも
安定している。
【０００８】
　その際、フレーム部及びブレースは対称軸に対して鏡面対称に配置される。この対称軸
はその過程で特に、自動車の走行方向に延びている。この鏡面対称の構造により高い捩じ
れ強さが保証され、捩じれ振動モードを改善することが可能になる。
【０００９】
　更に、支持フレームの一部分が対称軸の方向の一方の側ではほどんどブレースがないよ
うに形成され、対称軸の方向の他方の側の部分には、ブレースの大部分、及びブレースの
全ての交点が併存して備えられている。支持フレームの一方の側にずらしたブレースを有
するこのような構成によって更に、水平方向の曲げに対する剛性の最小限の損失で、捩じ
れ及び横曲げに対する極めて高い剛性が可能になる。実際にこの構造によって、閉鎖空間
の一部をかなり開放する軽量コンポーネントの極めて安定した支持フレームが可能になる
。それは特に、透明なパネルを使用する場合に決定的に有利であるが、その理由はそれに
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よって、例えば自動車の大きい窓面が本発明に係る軽量コンポーネントによって実現可能
になるからである。
【００１０】
　したがって、本発明に係る軽量コンポーネントを使用することで、特に透明な、又は透
明度及び／又はカラーに関して変更可能なパネルを自動車のルーフとして使用することが
できる。それはこの場合、高い剛性且つ軽量の特に上記の構成で、パネルだけを備え、そ
のため比較的大きな空き領域が達成され、したがって例えばこのような自動車ルーフを備
える自動車において上方への良い視界が可能になるからである。 
【００１１】
　本発明に係る軽量コンポーネントの更に有利な構成は、他の従属請求項に記載されてお
り、図面を参照して以下に詳細に記載する実施形態から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、自動車ル－フとして本発明による軽量コンポーネントを有する自動車の
シャーシの部分図である。
【図２】図２は、本発明による軽量コンポーネントの支持フレームの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１の図面には基本的に示した自動車１の一部が図示されている。これは自動車１のい
わゆる骨組みの一部、特にルーフ領域である。Ａ、Ｂ、Ｃ、及びＤで示されるものは、ル
ーフ領域と連結された、いわゆるＡピラー、Ｂ－ピラー、Ｃ－ピラー、及びＤ－ピラーの
延長部である。通常、この図に示す基本構造部分のルーフ領域は開放構造である。先行技
術の構造では、基本構造部分は例えば横材、及び、パネルとしてその上に配置されたアル
ミニウム板によって閉鎖される。この図に示した例では、図１には黒で示される支持フレ
ーム３、及び透明パネル４からなる軽量コンポーネント２がルーフとしての役割を果たす
。透明パネルは例えば、プラスチック材、ガラス、又は、例えば透明度及び／又はカラー
を電位の印加によって調整可能な材料などのいわゆる機能性材料から形成することができ
る。本発明ではパネルは二次的に重要なものなので、本明細書では詳細には言及しない。
【００１４】
　本明細書に記載された軽量コンポーネント１にとって支持フレーム３は非常に重要であ
る。したがって、この支持フレーム３は更に図２の平面図で示される。これは対称軸Ｓに
対して鏡面対称に形成され、４つのフレーム部５、６、７、及び８を具備している。支持
フレーム３は好適には、一方向で、この場合は対称軸Ｓの方向において、この軸に対して
横断する別の方向よりも大きい寸法で形成される。それに対応して、部分フレーム６、８
は短い部分フレーム５、７よりも長く形成される。しかし４つの部分フレームの投影図は
全体として四辺形あるいはルーフの湾曲に応じた四辺形である。４つのフレーム部５、６
、７、及び８を補強するため、６つの補助ブレース９、１０、１１、１２、１３、１４が
備えられている。３つのブレース９、１０、１１は、長フレーム部６を起点に短フレーム
部７まで延在し、別の３つのブレース１２、１３、１４も長フレーム部８から短フレーム
部７までそれぞれ延在している。ブレース９から１４は互いに交差し、交点１５で互いに
連結される。ブレース９から１４はフレーム部５から８と同様に生体工学的基準で構成さ
れているため、材料中のトランジションは急激に行われるのではなく、生態学で知られて
いる形態、例えば正接関数または、角度二等分線等で構築された多角形などの形態で緩や
かに行われる。フレーム部６を起点にするブレース９、１０、１１と、フレーム部８を起
点とするブレース１２、１３、１４とが交差する交点１５の領域で、これらのブレースは
互いに連結される。この領域で、個々のブレース９から１４は補足的な材料支持体を備え
ることができる。材料としては、好適には繊維強化プラスチック、特に炭素繊維強化プラ
スチックが使用される。それによって、概ね５ｍｍ未満の極めて薄い最大壁厚を実現でき
る。ブレース９から１４、及び交差点１５の領域で、繊維の方向は、繊維が予期される力
の流れに対応し、したがって最小限の材料投入で支持フレーム３の最大強度を達成できる
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【００１５】
　それに加えて、両方の長フレーム部６、８にはそれぞれ湾曲したブレース１６、１７が
位置し、これらのブレースは、それぞれのフレーム６、８を起点に対称軸の方向に向かい
、交点１８でブレース９、１０、１３のうちの１つと交差した後に、それぞれのフレーム
部６、８に戻るように延びている。同様の構造の湾曲したブレースには参照符号１９が付
され、これは短フレーム部７の側に配置されている。湾曲したブレース１９はその延長部
でブレース９、１４と一部が重なり、別のブレース１０、１１、１２及び１３とも交差す
る。この交点１８も好適には補足的な繊維強化プラスチックによって補強することができ
る。参照符号２０が付された更に別の湾曲したブレースは、一部が断たれたフレーム部７
から上記の湾曲したブレース１９とは反対の方向に突出している。
【００１６】
　全体として、構造は対称軸Ｓに対して鏡面対称に形成されている。それによって、図２
の短フレーム部５側の端部の左側に比較的大きい空き領域２１を形成できる。図１の図面
から分かるように、この比較的大きい空き領域２１は、ＡピラーとＢピラーとの間の領域
の上部に、又、部分的にＢピラーとＣピラーとの間の領域の上部に配設されている。特に
、前述の透明又は少なくとも部分的に透明なパネル４によって、自動車１のルーフに軽量
コンポーネント２、ひいては極めて大きい窓の開口を実現できる。支持フレーム３の構造
によって、従来よりも極めて高い捩じれ強さ、及び特に広域の振動モード、特に捩じれモ
ードを改善することが可能になる。それによって更に、横曲げに関し従来よりも極めて高
い剛性が得られる。水平方向の曲げに関する剛性は最小限に低下するものの、それは捩じ
れ強さ及び横曲げに対する剛性が高いために許容範囲にあり、したがって従来のルーフ構
造よりも明らかに軽量で、極めて安定し、快適さ、及び大きい窓開口を設ける可能性に関
して自動車１の極めて有利なルーフを実現できる。その上、生体工学的な構造に対する配
慮によって最適化された軽量コンポーネント２の構造は形状が極めて美しく、特に透明パ
ネルを使用すればデザイン要素として使用することができる。
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